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講演録 

家族形態の多様性と所得税制 

－配偶者控除など各種控除の議論－ 

 
中央大学商学部教授 

酒 井 克 彦  
 

◆SUMMARY◆ 

本稿は、平成 27 年 11 月 17 日（火）に税務大学校和光校舎で開催された「税に関する公

開講座」での酒井克彦教授（中央大学商学部）による講演内容を取りまとめたものである。 
本講演では、「家族形態の多様性と所得税制－配偶者控除など各種控除の議論－」と題し、

租税法に求められる公平な課税、これを前提とした所得控除の意味や配偶者控除などの人的

控除の在り方、そして、女性の社会進出や格差社会などの我が国経済社会の構造変化と所得

控除に係る課題と展望について説明されている。 

なお、本講演録を取りまとめるに当たり、酒井克彦教授による必要に応じた若干の加筆等

を行っていただいた。（この講演は、当時の議論を基にしている。） 
（平成 28 年 11 月 30 日税務大学校ホームページ掲載） 

（税大ジャーナル編集部） 

 

本内容については、全て執筆者の個人的見解であり、

税務大学校、国税庁あるいは国税不服審判所等の公式

見解を示すものではありません。 
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はじめに 

１ 租税法に求められているもの 

本日は、「家族形態の多様性と所得税制」と

題し、今、話題となっている所得税法の控除

の問題、いわゆる「配偶者控除などの各種控

除の議論」についてお話したいと思います。 
おそらくお話の中心は配偶者控除に集約さ

れるかと思いますが、関係するいくつかの控

除制度についても一緒に勉強していきたいと

思います。 
まず、「租税法に求められているもの」、と

りわけ所得税制に求められているものについ

てお話します。 
所得税は所得に対する課税であり、高額所

得者には高い税率、低所得者には少し低めの

税率が課されています。これは、「所得」を一

つの指標として、「担税力」、すなわち税金を

負担する力に応じて負担してもらおうという

考え方です。人それぞれいろいろな生活スタ

イルがあり、家族構成も様々です。また、収

入の内容や金額もまちまちですから、国民全

員一律に一人いくらという人頭税のような税

制ではなく、一人一人が稼得している所得の

大きさに応じて税金を負担すべく「所得とい

う担税力に配慮した課税」を構築しています。 
ところで、我が国が採用している税制には

二つの公平性があります。一つは「水平的公

平」です。わかりやすく言いますと、一律に
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同じ負担を負うということです。例えば、来

年は日本の国家運営経費に 95 兆円かかると

いった場合に、これを国民の人数 1 億 3,000
万人で割り勘にすればいいではないかという

発想です。 
ただし、ここでいう公平は、必ずしも私た

ちが望む公平ではないかもしれません。社会

が成熟してくると、病気の人、障害を持って

いる人が同じ税率、負担というのはかわいそ

うではないか。あるいは、高額所得者にはもっ

と負担をしてもらえばいいのではないかとい

うような考え方が出てきます。 
そういうものを織り込んだ公平を「垂直的

公平」と言います。ホリゾンタル（horizontal）
に対するバーティカル（vertical）として、「垂

直的公平」というものが重要になってきます。 
これをいつも大学ではどのように説明する

かといいますと、大学のゼミのコンパを例に

しています。幹事の学生が参加者から会費を

3,000 円ずつ集めるとします。そして、コン

パが終わって会費を精算するときに、遅れて

参加したスズキ君は会費 3,000 円ではかわい

そうだから 2,000 円にしてあげようか。ある

いは、ナカムラさんはお酒が飲めないから会

費を 2,500 円にしてあげようかと個々の事情

を配慮するような場合があります。 
最初にお話した「水平的公平」は、このよ

うな個人的な事情には配慮しません。言って

みれば、みんな一律割り勘という考え方です。

これに対して「垂直的公平」というのは、そ

の人の事情や状況に応じて課税の負担を考え

ようとするものです。 
これを我が国の税制について当てはめます

と、一律 3,000 円のコンパ代という「水平的

公平」にするのか、あるいは、お酒の飲めな

い人は 2,500 円、大学教授・ゼミの先生は 1
万円とするなど、事情や状況に応じて負担を

考えるという「垂直的公平」とするのか。こ

れは、国民がみんなで決めればいいだけのこ

とです。 

我が国の税制は、水平的、垂直的な考え方

の両方を備えています。例えば、一律 8％の

税率の消費税はまさに「水平的公平」です。

「消費税は公平性に反する」という話を耳に

するかもしれませんが、消費税は水平的な意

味では公平です。これに対して、今日お話す

る所得税は「垂直的公平」を指向していると

言われています。 
所得税制は累進構造であり、高い税率の人

と低い税率の人がいます。あるいは、先ほど

言いましたように、障害を持っている人、子

供がたくさんいる人などは、「垂直的公平」と

いう観点からすれば、税金の負担を少し軽く

してあげようという考え方が出てくるわけで

す。 
我が国の所得税制の問題の厄介さはここに

あります。できれば「垂直的公平」の方が、

より「公平」ではないかと思われますよね。

個々人の状況に応じて課税の負担を考えるの

ですから、より配慮され、きめ細かく適切と

いえるかもしれません。だから、「垂直的公平」

の方がいいと言えます。 
なお、消費税のように「水平的公平」であ

れば、個々の事情には配慮しませんので、お

金持ちが高級外車を買う場合にも、そうでな

い人がパン 1 枚を買う場合にも同じ 8％の税

率が課されます。個々の事情を配慮しないた

めわかりやすく、とても仕組みが簡単です。

これを「簡素性」と言います。消費税は、簡

素という意味では優れていると言えるでしょ

う。 
これに対し所得税は、個々の事情を配慮す

ることから、とても複雑な構造になっていま

す。 
例えば、1 級障害者の人と 4 級障害者の人

を同じに考えてよいか。あるいは寡婦控除に

しても、子供がいて所得が低いといった場合

などは、その配慮もより手厚くしなければな

らないのではないか。こんなふうに考えれば

考えるほど、すなわち「垂直的公平」を指向
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すれば指向するほど、制度が複雑になってく

ることは否めない事実です。 
要するに、我が国の税制を簡素なものとし

て捉えたほうがいいのか、あるいは個々の事

情に配慮して、複雑なものを承認してやって

いくのかと考えたときに、わかりやすさとい

う点では「水平的公平」が簡素でいいのです

が、そうは言っても、担税力に応じたきめの

細かい公平さは「垂直的公平」でしか担保で

きないというような問題があるわけです。 
 

２ 所得控除の持つ意味 

続いて所得控除について考えていきたいと

思いますが、その前に、所得控除と税額控除

について簡単に説明します。 
所得税法上の所得控除には、例えば、配偶

者控除や扶養控除、寡婦（夫）控除、あるい

は、基礎控除や医療費控除などがあります。 
例えば、サラリーマンが税金の計算をする

場合、給与から給与所得控除という特定の控

除を引いて給与所得を算出します。そこで求

められた給与所得から更に一定の要件の下で

控除をしましょうというのが所得控除です。 
これに対し、税額控除は、所得金額に税率

を掛けて算出された税額から更に税金を控除

しようというもので、控除する性質が所得控

除とは異なります。所得控除は税率適用前の

所得金額
．．．．

から控除する、税額控除は税率適用

後の税額の額
．．．．

から控除するというわけです。

なお、税額控除にはあまり種類がありません。

一般的なものとしては、住宅ローン控除（住

宅借入金等特別控除）とか配当控除というも

のがあります。 
所得控除と税額控除については、ある時期

まで税額控除であったものが途中から所得控

除になったり、所得控除だったものが一部税

額控除になったり、変遷が激しく揺れ動いて

いました。その変遷による計算上の取扱いと

いいましょうか、影響力というものは大変大

きいわけです。 
例えば、所得控除の代表的なものとして、

医療費控除があります。病院に行くなどして、

医療費の支払額が合計所得金額の 5％を超え

るか年間 10 万円以上になると、医療費控除

を受けることができることは皆さん知ってお

られると思います。医療費控除は所得控除で

すから、控除金額に対して税率が適用されま

す。要するに、どれだけ税金が減るかという

と、これは「控除金額×税率」分だけ影響・

効果があるわけですよね。 
例えば、20 万円の医療費控除の申告をした

場合、所得税は累進税率を採用しているため、

その人の税率が 10％であれば、税額としては

2 万円相当の控除を受けることができるわけ

です。これに対して、同じ 20 万円の医療費

を払っていても、税率が 40％の人であれば税

額にして 8 万円相当の控除を受けることがで

きることになります。 
先ほど言いましたように、我が国の所得税

制は垂直的公平を指向していますから、税率

の高い人は稼げば稼ぐほど税率が高くなりま

す。同じ 20 万円の医療費を負担した場合、

片や税率の低い人は 2 万円の効果しか受けら

れないのに対して、税率の高い人は 8 万円の

効果を受けることができる。これが所得控除

に内在する大きな問題であり、この問題がよ

く指摘されています。 
所得税制は担税力に応じた課税をするもの

と申し上げました。医療費を相当額支払うとい

うことは、経済的な負担が大きいということで

す。医療費控除は、その経済的負担、すなわち

担税力を減殺している要因を少しでも配慮・考

慮しましょうというものです。 
これが医療費控除の趣旨・目的であるなら

ば、効果として得られるものが果たしてその

趣旨等に合致した仕組みになっているかとい

う疑問が提示されます。税額控除と所得控除

の違いについてはこういうところがよく論じ

られています。 
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３ 配偶者控除などの人的控除 

続いて、配偶者控除の廃止を巡る議論を見

ていきます。 
配偶者控除廃止論については、長い間議論

が続いてきました。平成 26 年 11 月 7 日に政

府税制調査会は、「働き方の選択に対して中立

的な税制の構築をはじめとする個人所得課税

改革に関する論点整理」というものを出しま

した。そこでは「働き方の選択に対して中立

的な税制の構築」に向けた選択肢として、次

の三つが提示されています。 
 

Ａ 配偶者控除の廃止 

Ｂ 

配偶者控除に代えて、配偶者の所得の計

算において控除しきれなかった基礎控

除を納税者本人に移転するための仕組

み（いわゆる移転的基礎控除）の導入 

Ｃ 

配偶者控除に代えて、諸控除のあり方を

全体として改革する中で、夫婦世帯に対

し配偶者の収入にかかわらず適用され

る新たな控除の創設 
 
Ａは、配偶者控除を廃止しようというもの

です。例えば、よく使われるワードで言うと、

「103 万円の壁」という問題意識があります

ね。 
Ｂは、配偶者控除に代えて、配偶者の所得

の計算において控除しきれなかった基礎控除

を納税者本人に移転するための仕組み、すな

わち、移転的基礎控除を導入するという意見

です。 
Ｃは、所得控除のあり方を全体として改革

する中で、配偶者控除に代えて、夫婦世帯に

対し配偶者の収入にかかわらず適用される新

たな控除を創設するという意見です。 
かつて、平成 14 年に政府税制調査会が「あ

るべき税制の構築に向けた基本方針」という

ものを出しまして、その中で、配偶者控除に

ついて次のように言っていました。「婚姻、育

児、老齢といった個人の事情を斟酌し税負担

の調整を図るということは所得税の長所であ

るが、社会保障などの生活のインフラが整備

されてきたことから、税制として、簡素化・

集約化を進めることが必要である。」と。 
我が国の所得税法は今や複雑なものとなっ

てしまったことから、これを簡素化、あるい

は集約していく、すなわち、幾つかの所得控

除あるいは税額控除を一つにまとめるという

ような何らかの手当・工夫が必要と言われて

きたわけです。 
平成 14 年当時は小泉内閣による自民党政

権でありましたが、当時野党であった民主党

は、政権交代の前年である平成 20 年に「民

主党税制抜本改革アクションプログラム」(1)

として「所得控除から手当・税額控除へ」と

いうスローガンを掲げていました。 
所得控除は、先ほど申し上げましたように、

その人に適用される税率によって効果が変わ

るものですから、それよりは税額控除がいい

のではないか。なぜなら、税額控除は税率適

用後の話ですから、税率の大きさによって効

果が変動を受けることはないからです。要す

るに、先の医療費控除の例で言いますと、所

得控除の場合には税率の違いによって 2 万円

と 8 万円という差が生じましたが、税額控除

であれば一律の控除額とすることができるた

め、より公平なのではないかということです。 
このように、税額控除への転換というス

ローガンの下、高額所得者に有利な所得控除

に代えて、税額控除・現金給付への転換を図

ろうという政策(2)が前政権下では強く叫ばれ

ていました。 
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Ⅰ 配偶者控除等の意義 

１ 租税法上の配偶者控除等 

（１）配偶者控除 

配偶者控除制度については、「居住者が控除

対象配偶者を有する場合には、その居住者の

その年分の総所得金額、退職所得金額又は山

林所得金額から 38 万円（その控除対象配偶

者が老人控除対象配偶者(3)である場合には、

48 万円）を控除する。」と規定されています

（所法 83 条）。 
 

【図表１】 

 一般 

一般の控除 
対象配偶者 

38 万円 

70 歳以上の控除

対象配偶者 
48 万円 

 
【図表１】のとおり、一般の控除対象配偶

者は、網掛け部分の 38 万円を控除すること

ができます。 
典型的な例で言いますと、妻が専業主婦で

夫がサラリーマンの場合、妻のことを控除対

象配偶者と言い、その場合には 38 万円、妻

が 70歳以上の場合には 48万円が控除されま

す。なお、配偶者等が障害者であった場合に

は別途障害者控除の適用があります。 
この配偶者控除とは別に、配偶者特別控除

というものもあります。配偶者特別控除とは

「居住者が生計を一にする配偶者で、控除対

象配偶者に該当しないものを有する場合には、

その居住者のその年分の総所得金額、退職所

得金額又は山林所得金額から一定の金額を控

除する。」（所法 83 条の 2）というものです。

すなわち、配偶者特別控除は、配偶者控除を

受けていない場合に対象となるわけです。 
先ほど説明した配偶者控除というのは、居

住者が、所得金額 38 万円を超えない低額所

得の配偶者を有している場合に受けることが

できる制度です。 
例えば、妻の給与収入が 100 万円だった場

合、妻の給与所得は 100 万円から 65 万円の

給与所得控除を引いて計算します。そうしま

すと、妻の給与所得は 35 万円になります。

配偶者控除というのは、配偶者自身の合計所

得金額が 38万円を超えてはいけませんから、

35 万円ですとぎりぎり配偶者控除が受けら

れるわけです。 
ぎりぎりというか、もっと受けられますよ

ね。もっと言えば、あと 3 万円、つまり給与

収入が 103 万円までであれば、38 万円でぎ

りぎりですから、103 万円まで妻にパート収

入などがあっても、夫は配偶者控除を受ける

ことができます。 
（２）配偶者特別控除 

配偶者特別控除は、この配偶者控除を受け

ていない場合に対象となります。すなわち、

妻の収入が 103 万円を超えた場合です。スー

パーで働く妻の収入が 104 万円だった場合、

65 万円を給与所得控除として引くと、給与所

得が 39 万円となります。そうすると、妻の

所得金額は 38 万円を超えていますので、配

偶者控除は受けられないということになりま

す。 
103 万円を超えた場合には控除が受けられ

なくなると思う方が多くいらっしゃるようで

すが、実はそうではありません。配偶者控除

は受けられなくなりますが、それとは別に配

偶者特別控除を受けることができるわけです。 
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【図表２】 

配偶者の合計所得金額 配偶者特別 
控除額 

380,001 円～399,999 円 38 万円 
400,000 円～449,999 円 36 万円 
450,000 円～499,999 円 31 万円 
500,000 円～549,999 円 26 万円 
550,000 円～599,999 円 21 万円 
600,000 円～649,999 円 16 万円 
650,000 円～699,999 円 11 万円 
700,000 円～749,999 円 6 万円

750,000 円～759,999 円 3 万円

760,000 円～ 0 万円

 

【図表２】をご覧ください。 
配偶者の合計所得金額が 38 万円までであ

れば配偶者控除が受けられます。 
配偶者の合計所得金額が 38 万 1 円から 39

万 9,999 円となった場合は 38 万円の配偶者

特別控除を受けることができるわけです。所

得金額が 39 万 9,999 円ということは、収入

に直すと、65 万円を足して、104 万 9,999 円

という金額になります。 
配偶者の合計所得金額が 40 万から 44 万

9,999 円の場合は、36 万円の配偶者特別控除を

受けられます。このように配偶者特別控除は配

偶者の合計所得金額が増えるにつれて徐々に

減っていきます。すなわち、配偶者の所得が増

えれば増えるほど控除を受けることができる

配偶者特別控除の額が下がっていくわけです。 
 
【図表３】配偶者が給与所得者の場合の配偶者控除等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（平成 26 年 4 月 14 日政府税制調査会資料より） 

 
【図表３】をご覧ください。 
横軸を配偶者の収入、縦軸を納税者本人が

控除を受けられる額とします。 
最初は 38 万円の配偶者特別控除を受ける

ことができますが、配偶者の合計所得金額が

40 万円になってしまうと配偶者特別控除額

が下がってきます。正確に言いますと、妻の

合計所得金額が 39 万 9,999 円まで、これを

収入の額で言いますと、65 万円を足しますか

ら、104 万 9,999 円までは 38 万円の配偶者

特別控除を受けることができるということに

なります。妻の収入が 105 万円になると、夫

の受けることのできる配偶者特別控除額が少

し下がってしまうことになります。 
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妻の収入が 110 万円だった場合には、合計

所得金額は 45 万円となります。したがって、

【図表３】のとおり、更に配偶者特別控除額

は下がることになります。このように階段み

たいに下がっていく控除、これを消失控除と

言います。最後はどこまで行くかというと、

収入金額ベースで141万円まで行くわけです。

妻の収入が 141 万円になってしまうと、夫は

配偶者特別控除を受けることができなくなり

ます。 
実は、これ以前に、消失控除ではなくて、

定額控除（配偶者控除）として 38 万円丸々

受けられるレベルがありましたね。ここが

103 万円でした。103 万円の壁があると言わ

れてはいますが、壁の向こうは断崖絶壁から

海に落っこちてしまうのではなく、平野が続

きだんだんだんだん下がっていく。坂道とい

いますか階段式になっています。したがって、

103 万円の壁というのは、所得税制を考えた

場合には正確な表現ではないということにな

ります。103 万円の壁を越えると、いきなり

控除が受けられなくなるというわけではない

のです。配偶者控除は受けることができなく

なりますが、階段式の配偶者特別控除を受け

ることはできますので、「壁」という表現はや

や正確でない言い方かもしれません。 
これに対して、扶養控除は別です。お子さ

んがアルバイトをしているという場合、扶養

控除には、扶養者特別控除というのはありま

せんから、それは断崖絶壁です。お子さんの

アルバイト収入が103万円を超えてしまった

ら扶養控除は受けられません。そこが扶養控

除と配偶者控除の違いです。 
 

２ 配偶者控除の現状 

配偶者控除の適用状況は【図表４】のとお

りです。配偶者特別控除は昭和 62 年の税制

改正により導入されました。パート等で働く

主婦（夫）の収入が一定額（103 万円）を超

える場合には、納税者の所得税の計算上配偶

者控除が適用されなくなり、かえって世帯全

体の税引き後の手取額が減少するという逆転

現象が生じていたことから、その対応として

創設されたものです。 
 

 
【図表４】 

 
 

配偶者控除 配偶者特別控除 

適用人数 控除総額 
申告者

１人当たり
控除額 

適用人数 控除総額 
申告者 

１人当たり 
控除額 

 
昭和 38 年分 

人
1,403,269

百万円
144,264 

千円
103 

人
― 

百万円 
― 

千円 
― 

昭和 43 年分 1,919,973 302,461 158 ― ― ― 
昭和 48 年分 2,549,131 528,945 208 ― ― ― 
昭和 53 年分 1,720,081 503,119 292 ― ― ― 
昭和 58 年分 2,172,129 661,104 304 ― ― ― 
昭和 63 年分 2,418,862 812,797 336 1,994,945 291,379 146 
平成 5 年分 2,655,575 951,076 358 2,411,225 753,067 312 
平成 10 年分 1,807,441 707,781 392 1,580,080 517,204 327 
平成 15 年分 2,065,022 815,110 395 1,887,455 613,109 325 
平成 20 年分 2,471,462 1,009,760 409 199,213 53,843 270 
平成 25 年分 1,821,972 728,267 400 147,466 35,514 241 

国税庁長官官房企画課「申告所得税の実態」を基に加工  
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平成 25 年分を見ますと、配偶者控除は約

180 万人が適用しており、配偶者控除の総額

は約 7,300 億円となっています。1 人当たり

約 40 万円です。一方で配偶者特別控除は約

15 万人が適用しており、控除総額は約 350
億円に上っています。 
 
３ 配偶者控除の意義 

（１）担税力による説明 

さて、配偶者控除の意義については、内縁

の妻が配偶者控除の前身である扶養控除の適

用対象となる親族に該当するか否かが争点と

なった大阪地裁昭和 36 年 9 月 19 日判決（行

裁例集 12 巻 9 号 1801 頁）(4)において、「扶

養控除の制度は納税義務者の個人的事情を斟

酌して、できるだけ税負担をその負担能力に

合致させようという趣旨に出ているものと解

せられる。納税義務者が所得を同じくする場

合には、扶養家族のない者とこれのある者、

又は扶養家族の少ない者と多い者とでは、そ

れぞれの担税力に差異があるからである。」と

判示されています。当時は、配偶者控除の制

度はなく、扶養控除として、扶養する子供が

いることと妻がいることを同じように扱って

いました。これも、先ほど申し上げた担税力

に応じた課税ということです。 
そして、「個人的事情を斟酌して」と言って

いますから、垂直的公平を求めていると判決

では言っています。「納税義務者が所得を同じ

くする場合には、扶養家族のない者とこれの

ある者、又は扶養家族の少ない者と多い者と

では、それぞれの担税力に差異がある」と説

示しているわけです。 
この判決は、内縁の妻が配偶者控除、すな

わち、当時の扶養控除の対象となるか否かが

争われた大変重要な判決です。結論から言い

ますと、内縁の妻は配偶者控除の対象とはな

らないと判断されました。 
このように、担税力という観点から配偶者

控除を考えると、言ってみれば、基礎控除や

扶養控除といった様々な控除と同じように一

世帯の課税最低限を決定するという考え方(5)、

もう少し言うと、憲法 25 条の生存権保障と

いうところにこの考え方の由来があるのです

(6)。人に関して控除を受けることを人的控除

と言いますが、こういったものはみんな生存

権保障のためにあると考えられているわけで

す。 
ただし、先ほど見たように、配偶者控除は

もともと扶養控除の中にありました。この考

え方を先にお話します。 
基礎控除は 38 万円の控除を受けることが

できるというものです。この 38 万円という

のは、誰もが適用を受けることができるベー

シックな所得控除です。言ってみれば、人が

1 年間生きていくのに当たって、この 38 万円

の部分については課税をしないでおこう。な

ぜなら、憲法は文化的で最低限の生活を保障

すると言っているのですから、少なくとも税

金が課されない領域を作っておかなければな

らないからです。そのアンタッチャブルな領

域を 38 万円と規定しています。 
この金額が高いか低いかというのは政策の

問題です。私は 38 万円の基礎控除は低いの

ではないかと思いますが、そこは措いておく

こととします。 
また、基礎控除に加えて、配偶者がいると

38 万円の配偶者控除を受けられます。配偶者

がいるというか、配偶者の所得が低い場合に

は配偶者控除が 38 万円、ということでした

ね。更に扶養する子供が一人いると 38 万円

の扶養控除を受けることができます。そして、

二人目の子供がいれば、更に 38 万円の控除

を受けることができる。更に子供がいれば 38
万円。 
このように、一人当たり 38 万円の金額の

積上げ計算でこの仕組みができているという

ことがわかりますよね。言ってみれば、世帯

全体での担税力、この大きさを見ていこうと

いうことです。 
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さて、先ほどの大阪地裁昭和 36 年判決の

当時は、この扶養控除と配偶者控除は同じも

のと考えられており、扶養控除という名称で

した。これについてはやっぱり疑問が生じま

す。扶養控除というくくりでよいのだろうか

ということです。 
扶養控除には、養われているというイメー

ジがあります。夫か妻かという性別は関係な

いのですが、多くのケースとして、妻が夫か

ら養われていると見るのか、あるいは、妻も

夫と一緒に家計の主宰者側として子供たちを

養っていると見るのか。これは些細な話では

ありません。女性を被扶養者側の観点から見

るのか、夫とともに所得を稼得する側として

考えるのか。従前からこういった議論があり

ました。 
そこで、今日的には、扶養控除と配偶者控

除を別枠にすると考えているというわけです

が、この考え方の背景には、その捉え方には

議論のあるところではありますが、「内助の

功」という捉え方があります。 
よく「共働き」とか「片働き」という言葉

を耳にするかと思いますが、果たしてこう

いった言葉は正しいのでしょうか。片働きと

言うと、専業主婦は働いていないかのごとく

感じられるように思います。専業主婦だって

家事を働いているわけですから、どこの家も

共働きと言うこともできるわけです。 
（２）所得稼得貢献論 

 －「内助の功」の評価という説明 

こういった問題は「内助の功」の議論とし

て長らく所得課税法の中で議論されてきまし

た。 
難しい言葉で言うと、「所得稼得貢献論」と

いう言い方をします。皆さんご存じのとおり、

民法は、夫婦別産制というのを採っておりま

す。 
民法が夫婦別産制を採用し、夫または妻の

婚姻前からの所有財産や、婚姻中に自己の名

で得た財産は、それぞれその特有財産である

としていることから、婚姻時の持参財産もな

く、婚姻中も所得稼得の機会を得ない多くの

勤労者家族の専業主婦にとって、夫婦別産制

や、あるいは、個人単位課税方式というのは、

専業主婦の家事労働の評価という観点におい

て矛盾が生ずると言われてきたわけです。 
夫婦別産制、すなわち、稼ぐのは夫で、妻

は内助の功だと言っても、結局は妻の固有財

産が生じないと考えると、妻の内助の功とい

うものがこれまで十分に法律的な意味で評価

されてきたのかということに対する疑問、あ

るいは、不安を感じるという意見があるのも

わかるわけです。 
そもそも、配偶者控除は、配偶者に対する

配慮を前提として昭和 36 年に創設されたと

説明されています。配偶者特別控除の創設に

ついても、昭和 61 年 10 月付けの政府税制調

査会答申では、給与所得世帯での「所得の稼

得に対する配偶者の貢献といった事情を念頭

に置きつつ、世帯としての税負担の軽減を図

る趣旨」 (7)と説明されていまして、言ってみ

れば、所得税法においては内助の功というも

のが評価され成立してきたと言われているわ

けです。 
男性は生産活動、女性は再生産活動という

役割分担という意見がある中にありまして、

働く夫を妻が支えるという日本の伝統的な夫

婦観念の産物であるなどということも言われ

ますが、配偶者控除は、労働供給の面から専

業主婦の存在は不可欠として価値が高まって

いったことの表れであると指摘することもで

きるかもしれません。 
そういう意味では、配偶者控除が扶養控除

から独立したということは非常に大きな意味

があるのではなかろうかと思います。 
実は、租税法の学界の中では、内助の功と

いうものを租税法の中に織り込むことについ

て一定の疑問、すなわち、配偶者の貢献論と

いうのをわざわざ持ち込まなくても、むしろ

生活最低限の議論として検討をすればいいの



税大ジャーナル 27 2017.3 

25 

ではないかというような見解もあります。 
つまり、所得のない妻の文化的最低限の生

活保障を国に代わって夫が行っているとみれ

ば、夫は一人の稼ぎで二人分の文化的最低限

の生活を賄っているということもできる。憲

法 25 条が保障するその最低生活ラインは基

礎控除で手当てされるから、夫には二人分の

基礎控除として、すなわち、妻の分の基礎控

除こそが配偶者控除なのだと論じることもで

きるわけです。この考え方は、後に紹介する

移転的基礎控除の議論に親和性があります。 
 

Ⅱ 課税単位論 

それでは、配偶者控除の廃止論をお話する

前に、課税単位論を確認しましょう。 
課税単位論とは、分かりやすく言うと、税

金を納める計算の単位をどのように考えるか

ということです。 
今、我が国の所得税法は、個人単位課税と

いって、個々の人ごとに担税力を見ています。

最初に、担税力というのは、個々の人ごとに

違うというお話をしました。ところが、果た

して本当にそういった個人単位課税というの

が適切かどうかについては疑問もあるわけで

す。 
具体的な提案をお話しましょう。2 分 2 乗

方式(8)という考え方があります。これは、n
分 n 乗方式といった方式の中の一つです。 
ちょっと具体例を考えてお話をしましょう。

例えば、夫が所得として 1,000 万円を稼いで

いる。そして、妻は所得 500 万円を稼いでい

る。こういう夫婦がいたとしましょう。 
この夫婦について今の税制はどうなってい

るかというと、夫の計算をまずしますと、

1,000 万円の収入から仮に 150 万円の所得控

除額を差し引きます。そうすると、夫にはこ

の 850 万円に対して税金がかかります。先に

調べておきましたが、850 万円の場合は税率

が 23％となっています。すなわち、850 万円

×23%＝195 万 5,000 円。そして、更に、そ

こから 63 万 6,000 円を差し引くこととされ

ています。税率 23％を掛けて、63 万 6,000
円を引くことによって、夫の税金 131 万

9,000 円が算出されます。 
さて、妻の税金も計算してみましょう。妻

には 500 万円の収入がありました。妻の所得

控除額を 50 万円と仮定しますと、税率が適

用される前の所得金額は450万円になります。 
450 万円の所得税率は、当然もっと低い

20％です。ここからは 42 万 7,500 円を差し

引くこととされています。そうすると、47 万

2,500 円が現行の所得税法の下における妻の

税金ということになります。現行の所得税法

では、夫は夫、妻は妻としてそれぞれ今計算

した所得税を納めることになります。これが

個人単位課税です。なお、仮に、この夫婦の

税金を合算すると、世帯全体では 179 万

1,500 円の税金となりますが、少なくとも現

行法では、夫婦といえども別々に税金を計算

して納付します。 
さて、これに対して、これからお話しよう

としているのは 2 分 2 乗方式というものです。

n 分 n 乗を話すためにこれが必要なのですが、

どういうふうに計算するかというと、2 分 2
乗ですから、まず二つに分けてから、更に 2
回掛けるというイメージです。 
さて、この家庭の 2 分 2 乗方式に基づく税

金の負担額はどのようになるでしょうか。ま

ず、夫婦で合算すると所得は幾らですか。

1,000万円と 500万円ですから、夫婦で 1,500
万円です。この 1,500 万円を夫婦二人で割る

と、一人当たり 750 万円となります。 
さて、ここから夫の税金の計算をしましょ

う。夫の所得は 750 万円と仮置きされるわけ

です。夫の所得控除は幾らかというと、150
万円でした。夫の所得控除が 150 万円ですか

ら、これを引きます。そうすると、600 万円

となります。 
さて、600 万円に対する税率は何％かとい

いますと、20％です。更には、控除できる金



税大ジャーナル 27 2017.3 

26 

額が 42 万 7,500 円。したがって、算出され

る納付すべき税額は 77 万 2,500 円というこ

とになります。これが夫の税金です。 
それでは、今度は妻の税金を見ておきま

しょう。妻も、所得金額は 750 万円と想定さ

れるわけですから、50 万円の所得控除を引く

と 700 万円となります。 
さて、この 700 万円は税率が逆転してしま

います。税率 23％で、63 万 6,000 円を差し

引きます。これが計算式になりますので、妻

の負担すべき税金が 97 万 4,000 円というこ

とになります。 
夫婦で幾らの税金の合計になるかというと、

174 万 6,500 円となります。これが 2 分 2 乗

方式に基づく税金になるわけです。 
 

 
【図表５】 

〔個人単位〕 〔2分2乗〕

夫1,000万円＋妻500万円＝1,500万円

1,500万円÷2人＝750万円

夫 妻 夫 妻

所得 1,000万円 500万円 所得 750万円 750万円

所得控除 150万円 50万円 所得控除 150万円 50万円

　差引 850万円 450万円 　差引 600万円 700万円

適用税率 23% 20% 適用税率 20% 23%

税額 131万9,000円 47万2,500円 税額 77万2,500円 97万4,000円

世帯合計　179万1,500円 世帯合計　174万6,500円
 

 
さて、皆さん、どうでしょう。現行税制と

今の新しい提案の 2 分 2 乗方式をやったとき

の税制に基づく税金の金額を比較しますと、

179 万 1,500 円と 174 万 6,500 円です。あま

り変わらないではないかという気がしますが、

決してそんなことはありません。実は大きく

変わる場面があります。それは、片方しか収

入がない場合です。すなわち、夫しか収入が

ないケースだとちょっと違ってきます。 
夫しか収入がないケースを見てみましょう。 
仮に夫婦世帯では同じ収入だとします。妻

に収入がない。夫婦世帯では先ほどの例と同

じ所得が得られています。こういうようなケ

ースで2分2乗方式を適用するとどうなるか。 
まず、現行税制を見てみますと、これは全

然難しくないです。所得は 1,500 万円でした。

そして、引けるのが 150 万円でした。そうす

ると、課税対象所得が 1,350 万円です。ここ

に税率 33％を掛けます。更に、ここから幾ら

引けるかというと、153 万 6,000 円という金

額を控除する仕組みになっています。そうす

ると、現行税制における夫の税額は 291 万
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9,000 円と算出されます。 
これに対して、妻の収入は 0 円です。すな

わち、妻の収入は 0 円ですから、当然のこと

ですが、夫婦合算をすると 291 万 9,000 円が

夫婦の税金になるわけです。 
先ほど計算したとおり、2 分 2 乗方式で計

算した場合には、174 万 6,500 円でした。 
片働き夫婦の場合には、現行税制では 291

万 9,000 円という税金を夫婦で納付すること

になりますが、これを 2 分 2 乗方式にすると、

174 万 6,500 円という税額になります。 
 

 
【図表６】 

〔個人単位〕 〔2分2乗〕

夫1,500万円＋妻0円＝1,500万円

1,500万円÷2人＝750万円

夫 妻 夫 妻

所得 1,500万円 0円 所得 750万円 750万円

所得控除 150万円 50万円 所得控除 150万円 50万円

　差引 1,350万円 0円 　差引 600万円 700万円

適用税率 33% 0% 適用税率 20% 23%

税額 291万9,000円 0円 税額 77万2,500円 97万4,000円

世帯合計　291万9,000円 世帯合計　174万6,500円
 

 
確認しますと、共稼ぎの夫婦の場合、現行

税制と 2 分 2 乗方式の差はほとんどありませ

んでした。 
ところが、片稼ぎ夫婦の場合、現行税制の

下での結果と、2 分 2 乗方式での差額は 117
万 2,500 円も生ずることになります。片稼ぎ

夫婦の場合は 120 万円ぐらい違うわけです。 
 

Ⅲ 家事労働とインピューテッド・インカム

課税 

 続いては、家事労働とインピューテッド・

インカムという問題についてお話します。 
大田弘子教授は、今の配偶者控除に対し一

定の疑問を呈されています(9)。 
インピューテッド・インカムとは、日本語

に訳すと、「帰属所得」という考え方です。我

が国の税制は、「包括的所得概念」を採用して

おり、所得というのは、いわば、稼ぎや儲け

のことを言うわけですが、理論的には非常に

広く所得というものを考えているわけです。 
例えば、持ち家の人がいたとします。持ち

家の人と借家住まいの人を考えた場合に、借

家住まいの人は毎月一定の家賃を払わなきゃ

いけないのに対して、持ち家の人はその金額

を払わなくて済んでいます。払わなくて済ん

でいるというものを、理念的、観念的に所得
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を得ていると捉えるという考え方です。一般

の市民感覚からすると何だかピンときません

が、そういう考え方を帰属所得と言います。 
例えば、自家用車を持っている人は、ふだ

んレンタカーやバスを使っている人に比べて、

レンタカー代や、あるいはバス代というのを

一定程度払わなくて済んでいる。この利益と

して得ている部分を帰属所得と言って、観念

的には租税法における所得と考えることがで

きるというわけです。 
現在、日本の税制が全般的にこういうもの

に課税しているわけではありません。なぜな

ら、帰属所得はとても中間的な概念ですから、

その把握と計算が難しく、実務的にも混乱を

きたすことになりかねませんから、結局のと

ころ、帰属所得というものに対する課税はあ

まりしていません。ですが、こういう考え方

があるということだけはお伝えしておきま

しょう。 
例えば、専業主婦もそう捉えていいのかど

うかわかりませんが、一つの意見として、専

業主婦がいると、ベビーシッター代が浮くと

か、あるいは家政婦さん代が浮くとかいうよ

うなことがあったりします。そういうものを

帰属所得として、本来、課税の対象とすべき

ではないかという議論があるというわけです。

実際、諸外国の例では、持ち家に対する家賃

相当額について課税するという制度もありま

す。 
日本でも家事消費といって、例えば、個人

事業者であるパン屋さんが自分のうちでパン

を食べると、その分だけの経済的利益が得ら

れると考え、売上金相当額について、売価で

売上を計上しなければならないことになって

います。 
商売をやってない人からするとピンとこな

いかもしれません。税務に携わってない人か

らすると尚更ピンとこないかもしれませんが、

そういう考え方を帰属所得と言います。 
考えてみてください。例えば、パン屋さん

が、仕入れた 300 円のパンを 500 円で売ると

しましょう。300 円のパンを 500 円で売るお

店は原価として300円を仕入に計上している

のですから、300 円だけ差引きで経費を自己

否認すればいいのではないかと思いますで

しょう。しかし、そういう問題ではありませ

ん。実は、売上金額として計上しなければな

りません。なぜかというと、帰属所得を考え

るからです。その分だけ利益を得ていると考

えるのです。 
今お話しているのは、法人とは違います。

法人の場合は別人格ですから、会社から買う

ということは分かりやすいかもしれません。

「個人事業主でもそれをやるの？」と思われ

るかもしれませんが、専門家の方は、所得税

法 39 条《たな卸資産等の自家消費の場合の

総収入金額算入》の、「居住者がたな卸資産…

を家事のために消費した場合又は山林を伐採

して家事のために消費した場合には、その消

費した時におけるこれらの資産の価額に相当

する金額は、その者のその消費した日の属す

る年分の事業所得の金額、山林所得の金額又

は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入

する。」という規定や、所得税基本通達 39－1
《家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価

額》という実務上の取扱いが頭に浮かぶと思

いますが、そういう取扱いが実際にあるわけ

です。 
このように考えると、専業主婦は課税され

るのが本質です。本当だったら課税されるけ

れども、今、日本では課税しない仕組みをとっ

ているというわけです。 
ですから、課税されて当たり前のところを

課税しないだけでも理論上外れているのに、

更に輪をかけて控除を受けるのは何事かとい

う見解が生じるわけです。このような考え方

が配偶者控除廃止論という議論の比較的ど真

ん中にあります。そういう問題がありますが、

一応指摘があるということにとどめておきま

しょう。 



税大ジャーナル 27 2017.3 

29 

Ⅳ 就業調整と女性の社会進出への障壁 

１ 就業意欲と配偶者控除 

次に、就業調整と女性の社会進出への障壁

という話をしていきたいと思います。 
平成 10 年当時、経済審議会は、配偶者控

除について、「全体として有配偶パートタイム

労働者等について労働供給抑制的であるのみ

ならず、勤労意欲や職業能力向上意欲に対し

てもディスインセンティブを及ぼしていると

考えられ、そのあり方に関し検討することが

求められる」というような意見を出していま

した。 
また、平成 26 年の政府税制調査会におけ

る最近の論点整理でも、やはり配偶者控除の

問題を就労という観点、あるいは、労働に対

するディスインセンティブという観点で説明

をするということがあります。これは皆さん

よくご存じだと思います(10)。 
女性の社会進出に対して、配偶者控除があ

るがために、これを阻んでいるという一定の

見解がありまして、それなりの説得力を持っ

ています。 
女性の社会進出については、今、現有勢力

が非常に少なくなっており、また、少子高齢

化で労働人口の減少というのが大問題になっ

ています。これに何とか歯止めをかけなけれ

ばならない。子供をたくさん育てるというよ

うな政策が安倍政権の新たな 3 本の矢として

出ましたが(11)、果たして出生率 1.8 が実現す

るのかという議論があるわけです。 
他方で、そういった少ない労働力の中で我

が国の経済を発展させていくためには、移民

政策をとらなければいけないのではないか。

こんな議論がある中にあって、能力のある女

性が外に働きに出ていないことに対する一定

の疑問も提示されているわけです。そのとき

に、103 万円の壁というものが一定の制約と

なっているのではないかと言われています。 
問題となるのは、壁の存在があるかないか

ではありません。多くの人がそのような壁が

あると思っているかどうかが問題なのです。

絶対に壁の存在はないといったところで、多

くの人が壁の存在があると思って行動に移し

てしまう。労働制約的に動いてしまえば全く

意味がありません。意味がないというか、そ

れはそれで労働制約的になっているという評

価をせざるを得ないわけですよね。 
あるいは、皆さんもう既にお気付きのとお

り、103 万円の壁がなくても、例えば、先ほ

どの【図表３】で言えば、140 万円ないし 141
万円の壁はあるじゃないかとか、あるいは、

社会保障法制との関わりで様々な壁があり得

るわけです。また、会社の内部規則の中で、

幾ら以上稼いでしまうと配偶者手当がもらえ

なくなるとなれば、それはそれでもう既に壁

ができているわけです。 
そう考えますと、103 万円の壁というのは

ある種の誤解ではあるかもしれないけれども、

それがベンチマーク化されているのも事実で

す。ベンチマークというのは、一つの基準に

なっているということです。 
所得税制における「103 万円」というのが

基準になって、例えば、地方税法上の取扱い

や地方公共団体の様々な施策の取扱い、公共

団地の家賃の取扱い、あるいは、保育料、養

育費、手当、こういった様々な取扱いや手続

の基準となっていることが大きな問題になる

わけです。そういう点は無視することができ

ないと言えましょう。そのような影響の洗い

出しをする作業の重要性も指摘されています。

また、むしろ誤解に基づく配偶者控除の 103
万円の壁をより高くして就業調整をしなくて

済むようにすべきだという意見もあり得ま

す (編注)。 
 

２ 幾つかの誤解 

続いて、幾つかの誤解を紹介します。 
先ほど、103 万円の壁の話はしましたね。

配偶者控除が女性の社会進出に対する障壁に

なっているのではないかという問題です。 
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これについては、実は、寡婦（夫）控除と

の関係を見る必要があります。所得税法上の

配偶者控除というのは、「夫が」とか「妻が」

というようなことにはなっていません。すな

わちジェンダー上の問題、性別上の問題とい

うことに関して中立なのです。だから、「主婦」

と言いましたが、「主夫」でもいいわけです。 
これに対して、寡婦（夫）控除の場合は少

し事情が異なります。そこで、寡婦（夫）控

除についてどのような仕組みになっているの

かちょっと見ておきましょう。 
寡婦控除というのは、夫が先の戦争で戦地

に行ってしまって、戦後、戦争未亡人がたく

さん増えたところから始まった制度です。夫

と離別、あるいは、死別しているというよう

な人に対して 27 万円の所得控除を認めると

いう仕組みです。 
要件を簡単に幾つか紹介しますと、1 番目

の要件は、夫と死別し、その後、結婚してな

いこと。2 番目が、死別ではなく離婚。離別

をして、その後非婚というようなケースです。

3 番目は、夫の生死不明。こういう場合に寡

婦控除が受けられます。 
なお、いずれにしても、生計を一にする子

供か、または扶養親族、例えば年老いたお母

さんを養っているかといったことが要件とさ

れます。 
しかし、子供とか扶養親族がいなくても、

1 番目と 3 番目の場合、すなわち、死別と生

死不明の場合には、合計所得金額が 500 万円

以下であれば寡婦控除を受けることができま

す。これが寡婦控除です。 
これに対して、寡夫控除、夫のほうの控除

を見てみたいと思います。夫は少し違ってい

まして、寡夫控除の場合はどんな仕組みに

なっているかというと、上の 1 番目、2 番目、

3 番目の要件は一緒です。「夫」というのを

「妻」に読み替えてください。妻と死別して

非婚、妻と離別して非婚、妻の生死不明。し

かしながら、そうした状況だけではだめなの

です。男性の場合は要件が厳しく、生計を一

にする子供がいて、かつ、合計所得金額が 500
万円以下でないと寡夫控除を受けることはで

きません。このように、寡婦控除より厳しい

ルールになっています。 
要するに、性別で分けているということで

す。我が国の税制は極めて性別に対して中立

的であるのですが、寡婦（夫）控除について

は、女性だと要件が極めて緩和されているの

に対して、男性については要件が厳しくなっ

ています。 
学生にこの話をすると、「先生、今や女性の

ほうが強いのに。僕らの世代から見れば昔と

は違いますよ。」と言われてしまいます(笑)。 
寡婦（夫）控除と比べると、配偶者控除で

は、そういった性別差は、一応設けられてお

りません。 
例えば、相手と死別して、なおかつ、合計

所得金額が500万円以下のケースを例として

考えてみましょう。 
このケースにおいて、二人の人について考

えてみます。一人はユカリさんという女性、

もう一人はサダオさんという男性。二人はそ

れぞれのパートナーと死別してしまいました。 
二人には子供がいないとしましょう。生計

を一にする子供がいない場合に、ユカリさん

の場合は 27 万円の控除を受けられます。サ

ダオさんは男性なので受けられません。男性

の場合、生計を一にする子供がいなければ寡

夫控除を受けることができないからです。こ

ういう違いです。こうやって見ると分かりま

すね、男女の違いが。同じ条件でパートナー

と死別したのにもかかわらず違うわけです。 
一方、生計を一にする子供がいるケースは

どうかというと、ユカリさんは 35 万円の控

除を受けることができるのに対して、サダオ

さんは 27 万円の控除という仕組みになって

いるわけです。 
先ほどはお話しませんでしたが、寡婦控除

の場合、生計を一にする子＋合計所得金額
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500 万円以下の二つの要件を満たせば、通常

の 27 万円ではなく、35 万円の控除を受ける

ことができます。これに対して、寡夫控除の

場合、同じ要件を満たしても 27 万円しか控

除を受けることができません。 
それだけ女性の方に手厚くされているとい

うことです。この 35 万円のことを特定の寡

婦と言ったりしますが、このような違いがあ

るということだけ紹介しておきたいと思いま

す。 
さて、このように、女性としての差別・優

遇というのは、差し当たりは配偶者控除には

ありません。ただし、多くの例として、女性

が家庭にいるほうが多いという事実を否定す

るわけではありません。また、社会的な現象

として、女性の社会進出ということを否定す

るものでもありません。 
 

３ 中立性阻害要因としての配偶者控除 

それでは、中立性阻害要因としての配偶者

控除という話をしたいと思います。 
最近、配偶者控除について様々な議論が

あったわけですが、どのような議論が提案さ

れているのかというと、次の三つの方法が考

えられております。 
一つ目は、配偶者の働き方（収入）によっ

て納税者本人の控除額に影響を与えないとい

うような仕組みで中立性を担保すべきだとい

うことで、まずは配偶者控除の廃止、あるい

は、配偶者控除の適用に所得制限を設けたら

どうかというものです。高額所得者も同じ配

偶者控除を受けられるということに対する一

定の危惧があるわけです。そして、夫婦世帯

を対象とする新たな別枠の控除を作ってはど

うかという議論があります。 
二つ目としては、配偶者の働き方（収入）

によらず、控除により夫婦二人で受けられる

税負担軽減額の合計額が一致するように中立

性を担保するというものです。対策としては、

移転的基礎控除というものがあります。 
三つ目としては、配偶者の働き方（収入）

によって夫婦二人で受けられる税負担軽減額

の合計額が変動しないという意味での中立性

を担保すべきというものです。これに対する

対策も移転的基礎控除です。 
 

Ⅴ 二重控除という問題・移転的基礎控除と

いう解決策 

今ホットな話題で、二重控除の議論があり

ます。二重控除というのは 2 回控除を受ける

という意味です。 
次のグラフをご覧ください。例えば、夫が

働いていて、妻が専業主婦もしくはパート収

入等のある場合で、縦軸が妻の給与所得、横

軸が妻の給与収入とします。 
最初、0 円の給与収入しかありません。そ

して、だんだん右に行くと、妻の給与収入が

増えてまいります。ところが、妻が給与所得

者、サラリーマンや、あるいは、パートタイ

マー、アルバイターであれば、65 万円という

給与所得控除を受けることができます。 
所得と収入の違いまではお話できませんが、

給与収入から一定の給与所得控除を引くと給

与所得になります。だんだん稼いでいくと、

給与収入が右側に進んでいきます。ところが、

65 万円までは必ず給与所得控除が認められ

ているため、収入が 65 万円までは給与所得

は 0 円です。 
そして、65 万円を過ぎるところから給与所

得が発生してきます。しかし、どんなに稼い

でも誰でも 38 万円までは基礎控除を受けら

れますから、38 万円までは税金が課されませ

ん。そこから先、つまり 65 万＋38 万円＝103
万円になったときに初めて税金の計算が必要

になるというのがこのグラフです。収入の増

加とともに所得がだんだん増えるという線に

なっていくわけです。 
 



税大ジャーナル 27 2017.3 

32 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

（平成 26 年 4 月 14 日政府税制調査会資料より）  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（平成 26 年 4 月 14 日政府税制調査会資料より） 

これを念頭に置いて、【世帯で見た各控除の

関係】の図をご覧ください。 
今度は夫の所得の話をします。左側の縦軸

が夫の受けられる控除額です。そして、横軸

が配偶者、つまり、先ほど見た妻の給与収入

です。先ほどの図を下向きにして張り付けた

わけです。妻が働き始めた場合、65 万円まで

は妻の所得は 0 円になります。そして、更に、

妻の収入が103万円付近まで増加していった

としても、38 万円のラインまでは税金は課さ

れません（妻の基礎控除）。下に行けば行くほ

ど妻の所得が増えて税金が増えます。 
さて、夫（納税者本人）のところを見ましょ

う。夫の受ける控除額ですが、どんなに稼い

だところで、夫は 38 万円の基礎控除を受け

られます。 
更に妻の収入が 103 万円になったとしま

しょう。103 万円までは夫は配偶者控除を受

けられます。 
さて、配偶者控除が切れたら、突然断崖絶

壁で夫は所得控除を受けられなくなるわけで

はなかったですね。夫は、妻の所得に応じて

配偶者特別控除を受けることができます。妻

の収入が上がれば上がるほど、配偶者特別控

除がだんだんだんだん下がっていって、ある

ところでなくなります。それが141万円です。
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ですから、配偶者控除に対して、こちらは配

偶者特別控除で141万円まで傾斜があるわけ

です。 
この部分は、実は、妻の基礎控除と夫が受

ける配偶者控除、あるいは、配偶者特別控除

の二つを同時に受けているということになり

ます。このことが非常に大きな問題とされて

おりまして、これに対する新しい提案が移転

的基礎控除というものです。 
実は、夫と妻の話を一緒にするときに、基

礎控除というのは 2 回出てきます。夫の基礎

控除と妻の基礎控除です。ところが、図でい

う左下の点線で囲まれた台形部分は妻の基礎

控除を使えていない。使う必要がないからで

す。 
なぜかというと、妻の給与所得控除がある

ので、妻の 38 万円の基礎控除は使わなくて

済んでいるからです。この部分が控除として

使えず、いわば捨て去られている状態になっ

ています。 
 

 
「働き方の選択に対して中立的な税制の構築をはじめとする個人所得課税改革に関する論点整理 

（第一次レポート）」より 
 

そうならば、今日勉強したとおり、配偶者

控除や配偶者特別控除にはいろいろな疑問が

ある、あるいは、労働に対する中立性がない。

労働意欲に対するディスインセンティブが働

いている。もしくは、本当は若干違うかもし

れないけれども、ジェンダー的な問題もある。 
こういった様々な問題が提起されているの

で、いっそのこと配偶者控除、ないし配偶者

特別控除を廃止して、使っていなかった妻の

基礎控除を夫の分にくっつけたらどうだろう

かというのが移転的基礎控除という考え方で

す。 
そうすると、二重控除にならなくて済むと

いうことになります。 
下の台形みたいな白抜きのところ、上のや

や灰色がかかったところ、「移転分（納税者本

人）」と書いてありますが、そこへ配偶者控除

を持っていってはどうかということです。 
つまり、本来は妻が受けるべきであった基

礎控除で使えなかった分を夫の基礎控除にし

てあげようというわけです。夫と妻の税率が

違う場合において、夫が高い税率の人は、妻

の基礎控除で使うよりは、税制上有利になる

というメリットがあるわけです。 
したがって、配偶者控除の制度をやめて、

二つの基礎控除で終わらせるというのがこの

議論の終着点になるわけです。 
今日的には、まだまだしっかりと議論を続け

ていかなければいけないところだと思います。

今後、より深い議論、また、民法議論などを

も含めたより広角的な問題関心との関わりで

議論されていくところであると思われます。 
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おわりに 

今日はできるだけ平易にお話しようと思い

ましたが、やはり難しくなってしまっていた

でしょうか。今週は正に「税を考える週間」

ですから、今日お話したこの問題をもう 1 回

皆さんの頭の中でしっかりと考えていただい

て、なるほど、こういうふうになるのであれ

ば、女性の労働に対する中立性は担保できる

のではないかとかいうような、更なる関心事

につなげていただければと思います。 
今の税制には、依然として様々な宿題、疑

問も残されているわけですが、これらの問題

について、現在極めて注目される議論が展開

されておりますので、御紹介いたしました。 
御清聴ありがとうございました。 
 

（注）この講演の後に、平成 29 年度税制改

正において配偶者控除及び配偶者特別控

除の控除額に一部改正が行われたが、本

稿の控除額は講演当時のものである。 
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